
 

 

 

 

川西市公共交通計画（案） 

修正対比表 

    



1 

 
項目

パブリックコメント時 

※　　　　：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案 

※　　　　：今回追加となった部分
修正理由

 

【本編】 

2 ページ 

１　本計画の目的 

本市は、高度成長時代に開発された大規模なニュータウン

の開発とともに公共交通網が発展してきており、鉄道や路線

バスなどの公共交通を利用しやすい恵まれた状況にありま

す。しかし、全国的に自動車依存に伴う公共交通利用者の減

少が社会問題化する中、本市においても、鉄道利用者は年々

減少しており、バス利用者は一定の数で推移しているもの

の、一部の路線では減便や廃止が実施されています。 

～（略）～ 

１　本計画の目的 

全国的に自動車依存に伴う公共交通利用者の減少が社会問

題化する中、本市においても、鉄道利用者は年々減少してお

り、一部の路線では減便や廃止が実施されています。 

～（略）～
わかりやすくするた

めに説明を変更しま

した。

 

【本編】 

2 ページ

２．２　計画の期間 

～（略）～ 

なお、施策の実施状況や目標値の達成状況を検証・評価し、

社会情勢の変化などをふまえて、必要に応じて計画の見直し

を行います。

２．２　計画の期間 

～（略）～ 

なお、施策の実施状況や目標値の達成状況を検証・評価し、社

会情勢の変化などを踏まえて、必要に応じて計画を改訂しま

す。

表記を統一させるた

めに、変更しました。

 

【本編】 

2、3 ペー

ジ

本計画の対象交通は「公共交通」を基本とします。本計画に

おける公共交通とは、鉄道や路線バスといった乗合型かつ不

特定多数の人が利用する交通手段のほか、地域の生活移動を

支えている乗用タクシーが該当します。更に、より広く市民

の移動を支える観点で、その他の輸送資源（福祉輸送、ボラ

ンティア輸送等）も含みます。

本計画の対象交通は「公共交通」と「その他の輸送資源」とし

ます。本計画における「公共交通」とは、鉄道や路線バスとい

った乗合型かつ不特定多数の人が利用する交通手段のほか、

地域の生活移動を支えている乗用タクシーが該当します。ま

た、「その他の輸送資源」とは、既存の公共交通サービスだけ

では望ましい移動サービスの提供が困難な場合に活用する手

段（自家用有償旅客運送・スクールバス・病院や商業施設等の

送迎サービス・福祉輸送・ボランティア輸送等）が該当します。

市議会のご意見を踏

まえ、内容をわかり

やすくするため、説

明を修正しました。



2 

項目
パブリックコメント時

※ ：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案

※ ：今回追加となった部分
修正理由

 【本編】 

4 ページ 

基本計画は、本市の置かれている現状を踏まえた上で、「第６

次川西市総合計画」における行政運営の考え方に即した、今

後８年間の本計画の基本理念及び基本方針を示すものです。

基本計画は、本市の現状を踏まえた上で、「第６次川西市総合

計画」における行政運営の考え方に即した、本計画の基本理念

及び基本方針を示すものです。

わかりやすくするた

めに説明を変更しま

した。

 
【本編】 

6 ページ 

（２）川西市都市計画マスタープラン 

市が決定する～（略）～ 

都市計画マスタープランにおいて、JR 宝塚線、阪急電鉄宝

塚線、能勢電鉄、阪急バス川西猪名川線は、市の主要な軸

となる～（略）～

（２）川西市都市計画マスタープラン 

本市が決定する～（略）～ 

都市計画マスタープランにおいて、JR 宝塚線、阪急電鉄宝塚

線、能勢電鉄、阪急バス川西猪名川線は、本市の主要な軸とな

る～（略）～

表記を統一させるた

めに、変更しました。

 【本編】 

6 ページ 

（２）川西市都市計画マスタープラン 

～（略）～ 

②-4　誰もが居心地のよいまちをめざす

（２）川西市都市計画マスタープラン 

～（略）～ 

②-4　誰もが居心地の良いまちをめざす

 

【本編】 

6 ページ 

（２）川西市都市計画マスタープラン 

～（略）～ 

公共交通網の整備方針としては、以下のとおり示されていま

す。 

調整中

（２）川西市都市計画マスタープラン 

～（略）～ 

なお、公共交通網の整備方針としては、以下のとおり示されて

います。 

・公共交通について、市民の財産としての認識を深めるととも

に、市民ニーズにあったサービスの整備を図ります。 

・公共交通の利便性の向上を行うことで、自家用車から公共交

通への転換を促進し、中心市街地や各地域拠点のにぎわいの

向上を図り、環境にやさしいまちの実現をめざします。 

・自家用車だけに頼らずに移動できる環境づくりとして、身近

な地域内交通を市民、事業者、行政が一体となって構築してい

きます。

川西市都市計画マス

タープランの記載修

正に伴い、修正しま

した。



3 

項目
パブリックコメント時

※ ：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案

※ ：今回追加となった部分
修正理由

 

【本編】 

10 ページ

（2）川西市の公共交通体系 

表　川西市の公共交通等（令和５年（２０２３）年）３月末

時点 

 

ボランティア輸送　 

・向陽台地区～（略）～ 

・社会福祉法人～（略）～

（2）川西市の公共交通体系 

表　川西市の公共交通等（令和５年（２０２３）年）３月末時

点 

 

ボランティア輸送　 

・向陽台地区～（略）～ 

・社会福祉法人～（略）～ 

・明峰小地区で有償ボランティア「たのみ隊」が買い物や病院

の付添いなどを支援　　　　　　　　　

市議会のご意見を踏

まえ、説明を追記し

ました。

 
【本編】 

14 ページ

表　【能勢電鉄】［駅別］１日の利用者数（単位：人） 

R1 利用者数と R4 利用者数の R1 比を修正 

表　【能勢電鉄】［駅別］１日の利用者数（単位：人） 

R1 利用者数と R4 利用者数の R1 比を修正 

（上記修正に伴い、【本編】１２ページのグラフも差し替え）

数値が誤っていたた

め修正しました。

 
【本編】 

18 ページ

（５）交通空白地の状況 

図の時点

（５）交通空白地の状況 

図の時点 

令和 5（2023）年 12月末時点

市議会のご意見を踏

まえ、いつ時点かを

記載しました。



4 

項目
パブリックコメント時

※ ：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案

※ ：今回追加となった部分
修正理由

 

【本編】 

19 ページ

表　交通空白地の一覧 表　交通空白地の一覧 

わかりやすくするた

めに表記を変更しま

した。また、一部地域

を追加・削除しまし

た。

 
【本編】 

20 ページ

（６）交通事故の状況 

図　川西警察署管内における自転車の事故件数の推移 

（６）交通事故の状況 

図　自転車の事故件数の推移

川西警察所管内は猪

名川町も含まれるた

め市内のデータに変

更しました。

 

【本編】 

21 ページ

（７）市内の道路交通渋滞の状況 

～（略）～ 

市内の主要渋滞箇所は３箇所が指定されています。

（７）市内の道路交通渋滞の状況 

～（略）～ 

市内の主要渋滞箇所は３箇所指定されていますが、舎羅林山

の開発に伴い周辺道路も渋滞が見込まれています。

市議会のご意見を

踏まえ、説明を追記

しました。



5 

項目
パブリックコメント時

※ ：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案

※ ：今回追加となった部分
修正理由

 

【本編】 

23 ページ

①公共交通の満足度及び公共交通利用が多い市民の割合（公

共交通基本計画の目標指標） 

図　公共交通（電車・バス）の利便性に満足している市民の

割合 

H22（参考値）,H26～R4

①公共交通の満足度及び公共交通利用が多い市民の割合（公

共交通基本計画の目標指標） 

図　公共交通（電車・バス）の利便性に満足している市民の割

合 

H26～R4

市議会のご意見を踏

まえ、参考値を削除

しました。

 

【本編】 

37 ページ

３．１　基本理念 

～（略）～ 

このような交通サービスを構築するためには、これまで以上

に市民・事業者・行政が限られた資源や財源の中でそれぞれ

必要な役割を担い、持続可能で快適に移動できる交通環境の

整備に向けて取り組むことが重要です。

３．１　基本理念 

～（略）～ 

このような交通サービスを構築するためには、これまで以上

に市民・交通事業者・市が限られた資源や財源の中でそれぞれ

必要な役割を担い、持続可能で快適に移動できる交通環境の

整備に向けて取り組むことが重要です。

表記を統一させるた

めに、変更しました。

 

【本編】 

38 ページ

３．２基本方針 

基本方針３ 

～（略）～身近な地域内交通を地域住民・行政・交通事業

者が一体となって構築していく。

３．２基本方針 

基本方針３ 

～（略）～身近な地域内交通を地域住民・交通事業者・市が一

体となって構築していく。

表記を統一させるた

めに、変更しました。

 

【本編】 

39 ページ

３．３　役割分担の考え方 

図　市民・事業者・市の役割分担の考え方 

  

図内　事業者

３．３　役割分担の考え方 

図　市民・交通事業者・市の役割分担の考え方 

 

図内　交通事業者

市議会のご意見を踏

まえ、表記を変更し

ました。



6 

項目
パブリックコメント時

※ ：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案

※ ：今回追加となった部分
修正理由

 

【本編】 

41～48 ペ

ージ

１．１　目標設定の考え方 

●目標を、２つの段階で設定 

［８年後の実現をめざす目標］・・・・～（略）～ 

［４年後の実現をめざす目標］・・・・・８年後の目標達成の

ために必要な、～（略）～ 

１．２　基本方針と目標及び評価指標 

４年後　８年後 

２．１　取組の方向性 

目標（８年） 目標（４年）

１．１　目標設定の考え方 

●目標を、２つの段階で設定 

［R13 の実現をめざす目標］・・・・～（略）～ 

［R9 の実現をめざす目標］・・・・・R13 の目標達成のために

必要な、～（略）～ 

１．２　基本方針と目標及び評価指標 

R9　R13 

２．１　取組の方向性 

R13 目標（８年） R9 目標（４年）

市議会のご意見を踏

まえ、表記を修正し

ました。

 

【本編】 

44 ページ

基本方針２ 

 

基本方針２ 

【本編】１４ページ

の修正に伴い、目標

値を修正しました。



7 

項目
パブリックコメント時

※ ：今回削除となった部分

パブコメ・市議会意見を受けた修正案

※ ：今回追加となった部分
修正理由

 
【本編】 

50 ページ

児童などを対象に「環境学習」や「まちの移り変わり」など、

学年ごとに公共交通をはじめとした交通の役割とその重要

性を学識者・交通事業者の協働のもと実施します。 

各学年の単元に合わせて、公共交通をはじめとした交通の役

割とその重要性を学習する機会の創出を図ります。

市議会のご意見を踏

まえ、説明を変更し

ました。

 

【本編】 

51 ページ

施策名　安全対策の推進 

・鉄道運行を持続可能なものとするため、法面＊等の整備や

危険踏切対策の実施など、～（略）～ 

 

備考 

・随時実施内容を見直し、改善 

施策名　安全対策の推進 

・鉄道運行を持続可能なものとするため、法面＊等の整備や踏

切対策の実施など、～（略）～ 

 

備考 

・随時実施内容を見直し、改善 

・対策実施予定箇所：「小戸第１踏切道」「多田踏切道」

市議会のご意見を踏

まえ、文言を追加・削

除しました。 

 
【本編】 

60 ページ

（２）評価の方法 

ＰＤＣＡサイクル（計画・見直し（Plan）、施策実施（Do）、

評価（Check）、施策改善（Act））に準じて、～（略）～、毎

年検証し必要に応じて柔軟な見直しを図ります。

（２）評価の方法 

ＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）、施策実施（Do）、評価（Check）、

施策改善（Act））に準じて、～（略）～、毎年検証し必要に応

じて柔軟に改訂します。

表記を統一させるた

めに、変更しました。


